
★
夢洲浮桟橋
整備予定箇所

海のリゾート

ネットワーク

水の回廊

ネットワーク

海のリゾート

ネットワーク

舟運等のネットワーク形成

結節拠点
機能の強化夢洲、天保山、

堺旧港、関空等

水の回廊

ネットワーク

■臨海部と都心部をつなぐ舟運等のネットワーク充実

・多様な航路、次世代の新たなアクセス手段の実現

■舟運利用者の利便性向上

・サービス施設等（待合所、トイレ等）の充実

・バリアフリー整備された舟運関連施設

■安全・安心な舟運の活性化

・安全安心な運航体制の充実・強化

・水上交通運営についての調整や航行ルールの順守

■新たな事業の創出

・民間事業者のアイデア・ノウハウを活かした

舟運観光メニュー

・次世代モビリティーを活用したエンタテインメント

12

天保山

２．海のリゾートネットワーク(臨海部)と水の回廊ネットワーク（都心部）をつなぐ
水上交通や次世代モビリティーなどの結節拠点として多様なネットワークを形成

Ⅳ．構想の二つの柱 【2. 舟運等のネットワーク形成】

至 神戸

至 旧堺港

結節拠点機能の強化に向けて
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Ⅴ．事業のスキーム

【港湾管理者】【港湾管理者】

●民間事業者により整備された臨港緑地施設等の寄付受け
●基本水準の維持管理費用の負担
〔メリット〕
●整備費用の縮減による早期供用
●利用者に質の高い遊歩空間の提供

●臨港緑地施設の上面整備 ●舟運の拠点整備
●店舗等の賑わい施設整備など
〔メリット〕
●公共空間の質の高い維持管理・運営による民間事業地の価値向上
●エリア一帯での賑わいづくりによる集客力向上

都市・地域再生等利用区域の指定による民間活力の導入
～ 公民連携桜島モデル ～

民

都市・地域再生等
利用区域の指定

（河川水辺の賑わい審議会へ諮問）

「水辺遊歩空間の創出」と「舟運等のネットワーク形成」

公

此花西部臨港緑地エリア水辺賑わいづくり協議会
（地域合意のプラットホーム）

→ エリアマネジメントの実現
→ 事業の収益性向上

●質の高い管理及び運営

【民間事業者】

【港湾管理者】

公
護岸の安全性確認

（河川構造物等審議会へ諮問）

【河川管理者】



（都整Ｃ： (公財) 大阪府都市整備推進センター）※１ 公益財団法人大阪府都市整備推進センターが、協議会と密接に連携し、その意思決定を以って公的機関として１号占用主体、公募主体としての役割を果たす

※２ 占用料＋都整Ｃ経費（事務局経費、審査部会審査・評価経費など）＋α ※３ 学識等により構成

審査結果通知

選定審査
評価の依頼

運営委員会
で決定、同意

～運営委員会～
●委員長：此花区長
●副委員長：大阪港湾局長（港湾管理者）
●委員：大阪府西大阪治水事務所長（河川管理者）
●委員： （民間委員）

此花区地域振興会長
（地先民間企業各社）

ﾕｰ・ｴｽ・ｼﾞｪｲ、ｵﾘｯｸｽ・ﾎﾃﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、
鹿島建設、日鉄興和不動産、
Zeppﾎｰﾙﾈｯﾄﾜｰｸ、住友商事、武蔵野
事業者（使用者）〔決定後参画〕

●委員：都整Ｃ理事長

●ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ：桜島桟橋運用協議会
〔事務局〕都整Ｃ （その他委員、事務補助）

〔水辺の賑わいづくり増進のための地域の合意形成、意思決定〕

※３

・ 事業者の選定審査
及び選定後の評価

【役割】
・ 地域の合意形成
・事業者の承認
・事業の推進
・占用主体の選定、調整

事
業
者
（
使
用
者
）

【役
割
】
施
設
の
設
計
、
建
設
、
維
持
管
理
、
運
営

等

14

Ⅴ．事業のスキーム
●大阪市長から大阪府知事（河川管理者）に対して「都市・地域再生等利用区域」の指定を要望し、それを受け知事が「大阪府河川水辺の賑わいづくり審議会」に諮問、そしてその
区域指定妥当の答申に基づき、知事から此花西部臨港緑地エリアの「都市・地域再生等利用区域」の指定を受ける。 （２６頁参照）

●臨港緑地として大阪港湾局が河川敷の占用許可を包括的に受けているが、都整Ｃが、事業者の店舗等の収益施設を設置する範囲の許可を別途受け、事業者は、都整Ｃとの使用契約
に基づき、当該施設の運営管理に関する一切の責任を負う。なお、事業者の整備する臨港緑地施設については、別途、港湾管理者と事業者で協定を締結し、相互の役割を確認する。

占用主体（ １号）

公募主体

※１都整Ｃ

【役割】
・事業コーディネート
・各種協議手続き支援等

河川管理者
（大阪府）

答申
（区域指定の妥当性、
継続の事業評価）

諮問、報告
大阪府河川水辺の賑わいづくり審議会

河川区域の効果的な活用についての調査審議

（区域指定の検討、事業評価など）

港湾管理者
（大阪港湾局）

●
使
用
料

許可申請
事業報告

占用
許可

●
占
用
料

事業者（使用者）決定後に協議会へ参画

使用契約

●使用料
●預託金
（原状回復費用）

※２

事業計画の
企画・提案
（応募）

公募

許可
申請

占用
許可

審査部会

事業実績報告

「此花西部臨港緑地エリア水辺賑わいづくり協議会」（目的：地域の活性化）



C地区

D地区
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Ⅴ．事業のスキーム（民間団体の協議会構成員の対象範囲）

区域指定の要望範囲

此花西部臨港緑地エリア水辺賑わいづくり協議会規約の参考図「此花西部臨海地区地区計画説明図」（大阪市）に加筆

民間団体の協議会構成員
としての対象範囲

凡例
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Ⅴ．事業のスキーム（審査部会）

（１）此花西部臨港緑地エリアの河川区域等を恒常的に利用する事業者の募集・選定等の審査に関すること
➡ 民間事業者による、エリアでの事業提案を審査

（２）本エリアの河川区域等の恒常的な利用に係る評価に関すること
➡ 年度の事業実績を評価 年度１回以上開催

（３）その他本エリアの利用に必要な事項の審査に関すること
➡ 利用についての課題解決などへのアドバイスを求めることも視野に入れて運営

所 属 職・氏名

学 識 大阪府立大学大学院 准教授 武田重昭

会計士 蒲生武志公認会計士・税理士事務所 会計士 蒲生武志

弁護士 大阪本町法律事務所 弁護士 橋本匡弘

行 政 大阪市 此花区長 髙橋英樹

【審査部会委員の構成】

（事務局 ：公益財団法人大阪府都市整備推進センター）

此花西部臨港緑地エリア水辺賑わいづくり協議会審査部会設置規約 第２条 所掌事務



臨港緑地 民有地

河川区域
河川保全
区域

河川
占用

臨港緑地使用
（都整C）

河川一時占用、
臨港緑地一時使用
（都整C）

河川占用（大阪港湾局）

安
治
川

平面図
横断図

▽

臨港緑地 民有地

河川区域
河川保全
区域

河川
占用

臨港緑地使用
（都整C）

河川占用（大阪港湾局）

河川一時占用、
臨港緑地一時使用
（都整C）

安治川
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Ⅴ．事業のスキーム 【事業の対象区域（占用許可の形態）】

国土交通省名義
大阪市
名義

河川占用
港湾水域占用
（都整C）

国土交通省名義
大阪市
名義

河川占用
港湾水域占用
（都整C）

▽スーパー堤防計画高 OP＋6.60m
▽計画高潮位
▽津波想定高


